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安芸市⽔道事業経営戦略 
 

団 体 名 ︓ 安芸市 

事 業 名 ︓ ⽔道事業 

策 定 ⽇ ︓ 令和 5 年３⽉ 

計 画 期 間 ︓ 令和４年度〜令和 13 年度 
 
１．事業概要 
（１）事業の現況 

① 給⽔ 
供 ⽤ 開 始 年 ⽉ ⽇ 昭和 27 年 11 ⽉ 3 ⽇ 計 画 給 ⽔ ⼈ ⼝ 18,347 ⼈ 
法適(全部・財務)・
⾮適の区分 

法適⽤（全部） 
現 在 給 ⽔ ⼈ ⼝ 15,922 ⼈ 
有収⽔量密度※ 0.73 千㎥／ha 

※令和 3 年度（有収⽔量 1,919 千㎥、給⽔区域 2,640ha） 

② 施設 
⽔ 源 ■表流⽔，□ダム，■伏流⽔，■地下⽔，□受⽔，■その他 

施 設 数 
浄⽔場設置数 0 

管 路 延 ⻑ 175.19 千ｍ 
配⽔池設置数 13 

施 設 能 ⼒ 8,920  ㎥／⽇ 施 設 利 ⽤ 率 65.00 ％ 
 
③ 料⾦ 

料 ⾦ 体 系 の 
概 要 ・ 考 え ⽅ 

 現⾏の料⾦体系は、平成 11 年 4 ⽉ 1 ⽇付で改訂を⾏ったもので、給
⽔料⾦と量⽔器使⽤料の合計額に消費税額を加算した⾦額となりま
す。 

 今後とも住⺠負担の軽減を念頭においた経営の効率化に務めるととも
に、⼀⽅で、⼈⼝減少下において⽔道事業の安定経営を図るための収
⽀バランス等を慎重に⾒据え、引き続き適正な料⾦体系の検討を⾏い
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

料 ⾦ 改 定 年 ⽉ ⽇ 
(消 費 税 のみの改 定 は含 まない) 

平成 11 年４⽉１⽇    
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④ 組織 
職員数（令和 4 年度現在） 

本市の⽔道組織は、上下⽔道課に所属し、計 10 名（うち配⽔関係職員５名）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）これまでの主な経営健全化の取組 

① 経営健全化の取組概要 
本市では、これまでに上⽔道の安定供給を図るため、配⽔管新設改良⼯事をはじめとして、⽣活環

境の向上に寄与すべく、⽼朽配⽔管の維持修繕等について重点的な事業運営を⾏ってきました。 
経営健全化への取組としては、平成 11 年度に料⾦改定を⾏いましたが、それ以降も給⽔収益は減

少傾向であり、令和 3 年度においても、前年度に⽐べて給⽔量、給⽔収益ともに減少しました。 
⼈⼝減少等により給⽔量及び給⽔収益の減少が今後も続いていくと⾒込まれる中で、⽼朽施設更

新や南海トラフ地震対策などといった課題にかかる費⽤は増⼤していくため、⽔道事業としての経営努⼒
は継続しつつ、それでも資⾦が不⾜するようであれば料⾦改定や料⾦体系⾒直しを⾏っていく必要があ
ります。 

なお、広域化については、これからの検討課題です。 
 

② 具体的な健全化への取組 
○ 収⼊⾯に関して 
 ⽔道料⾦滞納者に対して、速やかな未収⾦回収の徹底に努めています。 
 ⽔道管の⽼朽化が進み、災害対策は喫緊の課題である中、⽼朽化している⽔道管や⽔道施設

の更新を計画的に⾏うために、料⾦改定を検討しています。 
○ ⽀出⾯に関して 
 事業の実施時期を⼀時期に集中することのないよう平準化を⾏うとともに、道路整備など他事業

との同時施⼯によるコスト削減を図っています。 
 漏⽔調査実施により、早期発⾒による無効⽔量の減少に努めています。 
 事業内容を継続的に⾒直し、委託料の縮減等に努めています。 

  

上下⽔道課 

課⻑ 1 名 

上⽔道⼯務課 

係⻑ 1 名 

主幹 2 名 

任⽤職員 2 名 

上⽔道管理課 

係⻑ 1 名 

主幹 2 名 

主事 1 名 

任⽤職員 2 名 
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（３）経営⽐較分析表等を活⽤した現状分析 
直近（令和３年度）の経営⽐較分析表（「公営企業に係る「経営⽐較分析表」の策定及び公

表について）（公営企業三課室⻑通知）」による経営⽐較分析表）は次のとおりです。 
 
○ 経常収⽀⽐率等 

令和３年度における経常収⽀⽐率は 116.97%（類似団体平均 108.84%）であり、健全な
状況といえます。料⾦回収率 112.30%（類似団体平均 92.59%）、給⽔原価 110.69 円（類
似団体平均 181.71 円）からも、適切な料⾦体系の中で効率的な経営ができていることが⽰されて
います。⼀⽅で、今後の⼈⼝減少傾向を勘案し、引き続き、料⾦改定の検討など経営上必要な収
益の増加⼿段を模索していく必要があります。 
 

○ 有収率 
令和３年度は 90.67%で、類似団体平均の 81.26%を上回っています。引き続き、配⽔管の⽼

朽化対策などにより、有収率の維持・向上を⽬指します。 
 

○ ⽼朽化の状況 
有形固定資産減価償却率は、50.46%（類似団体平均 51.29%）であり、法定耐⽤年数に

近い管路が全体に占める割合が⾼くなっていることから施設の⽼朽化対策が課題といえます。今後、ア
セットマネジメント等を通じて実態を把握するとともに、安⼼・安全の確保及び財政的に持続可能な⽔
道経営を⽬指して、⻑寿命化、更新等の財源の確保と予算執⾏の平準化に努めます。 

 
○ 全体総括 

経営状況は、現時点ではおおむね良好であると⾔えます。しかし、今後は南海トラフ地震対策や⽼
朽施設更新等を予定していて、建設改良費の増加、企業債償還の増加、減価償却費の増加などが
⾒込まれるため、⽔道事業経営は厳しくなると予想されます。 

今後も安⼼・安全な⽔の供給を維持するため、管路等の新規・更新需要等の将来試算と経営収
⽀の⾒込みを⽴て、維持管理費削減や更なる収納率の向上などといった経営努⼒を継続してもなお
財源が不⾜するようであれば、適正な料⾦⽔準を設定する必要が出てきます。 
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２．将来の事業環境 
（１）給⽔⼈⼝の予測 

本市の給⽔⼈⼝は、令和 3 年度までは実績値、令和 4 年度以降については次の⽅法により算定し
ています。 

○給⽔⼈⼝＝⾏政区域内⼈⼝×普及率×⼈⼝減少率※ 
※「国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所」による将来推計⼈⼝における減少率（対 H27 年度） 
計画期間末の令和 13 年度には、少⼦⾼齢化等の影響により、令和 3 年度（15,922 ⼈）から

13％程度減少し、13,899 ⼈に減少する予測となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

R3 年度から 13％程度減少 

R３年度から 13％程度減少 
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（２）⽔需要の予測 
本市の⽔需要（有収⽔量）は、令和 3 年度までは実績値、令和 4 年度以降については次の⽅

法により算定しています。 
○有収⽔量(⽔道料⾦徴収の対象となった⽔量) 
○算式︓有収⽔量＝給⽔⼈⼝×直近の 1 ⼈当たりの有収⽔量 
計画期間末の令和 13 年度には、給⽔⼈⼝の減少に伴い、令和 3 年度（1,918.99 千㎥）から

13％程度減少し、1,673.97 千㎥に減少する予測となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）料⾦収⼊の⾒通し 
本市の料⾦収⼊（税抜）は、令和 3 年度までは実績値、令和 4 年度以降については次の⽅法に

より算定しています。なお、本市では、平成 11 年 4 ⽉に料⾦改定を実施し、現⾏料⾦となっています。 
○算式︓料⾦収⼊＝有収⽔量×有収⽔量１⽴⽅メートル当たりの料⾦収⼊×（1+改定率） 

令和 5 年度と令和 10 年度の料⾦改定を加味した場合、計画期間末の令和 13 年度には、有収
⽔量の減少はあるものの、令和 3 年度（238.5 百万円）から 6％程度増加し、263.21 百万円に
なる予測となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

R3 年度から 13％程度減少 

R3 年度から 10％程度増収 
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（４）組織の⾒通し 
令和４年度現在、⽔道事業の運営にあたる職員数は 10 名です。 
⽔道事業の運営を維持する上で、⼈材の確保・育成が課題となっています。これらの課題に対し、⽔

道事業の広域化や⺠間事業者等との連携による経営の効率化を進める必要はあるものの、これらは中
⻑期的な検討を要することから、短期的には、最低でも現状を維持して経営に⽀障をきたさないようにす
ることが必要と考えています。 
 

（５）施設の⾒通し 
施設の⾒通しについては、約 20 年間の中期を⾒通し、南海トラフ地震に備えて、⽼朽化した管路の

耐震化や耐⽤年数を経過した配⽔管の布設替え等の総合的かつ計画的な更新を進めていきます。 
今後 10 年間で、約 21.9 億円、20 年間で 41.9 億円の更新費⽤が必要になると⾒込まれます。 
 
以上より、施設の⾒通しについては次のとおりです。 
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３．経営の基本⽅針 
 

⽔道事業の健全経営を図りながら、安定した⽣活⽤⽔を確保できるよう、⽼朽管の更新、配⽔池や配
⽔管などの耐震化を進めていきます。これを踏まえて、次の計画に取り組みます。 

 
○ 安全な⽔の安定供給 
 ⽼朽配⽔管などの布設替えを進めます。 
 配⽔池、配⽔管などの計画的な更新・耐震化に努めます。 
 

○ 料⾦制度の最適化 
 管理コストの削減や漏⽔調査の強化により、更なる有収率の向上に努めるとともに、経営診断を

⾏い、経営健全化に努めます。 
 
４．投資・財政計画（収⽀計画） 
（１）投資・財政計画（収⽀計画）︓別紙のとおり 
（２）投資・財政計画（収⽀計画）の策定に当たっての説明 

① 収⽀計画のうち投資についての説明 

⽬標 

本市では、将来の事業環境を踏まえ、次のとおり⽬標値を設定しています。 
○ ⽬標︓計画期間 R13 年度末における⽬標 
 有収率︓R13 年度 90.0％以上 ←（R3 年度 90.7 ％） 

 
○ 考え⽅ 
計画期間内に実施する主な投資の考え⽅は次のとおりです。 

 更新計画に基づき、令和 13 年度までの 10 年間で、総額約 21.9 億円を投じ
て、南海トラフ地震に備えて、⽼朽化した管路の耐震化や耐⽤年数を経過した配
⽔管の布設替え等の総合的かつ計画的な更新を進めていきます。 

 
② 収⽀計画のうち財源についての説明 

⽬標 

本市では、将来の事業環境を踏まえ、次のとおり⽬標値を設定しています。 
○ ⽬標︓計画期間 R13 年度末における⽬標 
 経常収⽀⽐率︓100％以上 ←（R3 年度 115.2％) 

 
○ 考え⽅ 
財源の積算の考え⽅は次のとおりです。 

 料⾦収⼊︓令和 5 年度と令和 10 年度の料⾦改定を検討し、投資のための
財源を計画的に確保していきます。 

 企業債︓企業債の償還により経営が圧迫することのないよう、計画的な起債を
実施していきます。 
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③ 収⽀計画のうち投資以外の経費についての説明 

【投資以外の経費（委託料、修繕費、動⼒費、⼈件費など）の積算の考え⽅】 
○ 委託料に関する事項 
 現⾏の委託業務形態が当⾯継続するとして、（令和 1 年度〜令和 3 年度までの平均値＋

令和５年度予算）の平均値に物価上昇率を加味して試算しています。 
○ 修繕費、材料費、路⾯復旧費等に関する事項 
 現⾏の委託業務形態が当⾯継続するとして、（令和 4 年度予算＋令和５年度予算）の平

均値に物価上昇率を加味して試算しています。 
○ 動⼒費、薬品費に関する事項 
 上記と同様に、（令和 4 年度予算＋令和５年度予算）の平均値に物価上昇率を加味して

試算しています。 
○ ⼈件費に関する事項 
 令和 4 年度の基本給及び⼿当等をベースに、物価上昇率を加味して試算しています。 
○ 光熱⽔費、通信運搬費に関する事項 
 上記と同様に、（令和４年度予算＋令和５年度予算）の平均値に物価上昇率を加味して

試算しています。 
○ その他に関する事項 
 現⾏の委託業務形態が当⾯継続するとして、（令和 1 年度〜令和 3 年度までの平均値＋

令和４年度予算）の平均値に物価上昇率を加味して試算しています。 
 
【収⽀計画の策定に当たって反映した経費削減の取組】 

○ 投資以外の経費については、上記により試算しており、⽇常的に可能な限りの経費削減に努
めますが、物価上昇も予測されるため、収⽀計画の策定に当たって特別に経費削減の取組は
計上しませんでした。 
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（３）投資・財政計画（収⽀計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
① 投資の合理化、費⽤の⾒直しについての検討状況等 

広 域 化 
⽔道事業の広域連携等について、「⾼知県⽔道ビジョン推進委

員会」において検討します。 

⺠間の資⾦・ノウハウ等の活⽤ 
（ PPP / PF I 等 の導 ⼊ 等 ） 

全国の先進的取組事例や県下における動向や具体的な事例
を把握し、個別業務のアウトソーシングから包括的⺠間委託の導
⼊など段階的な実施検討を⾏っていきます。 

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実 
（ 施 設 ・ 設 備 の ⻑ 寿 命 化 等 
に よ る 投 資 の 平 準 化 ） 

⽔道施設の更新計画について、南海トラフ地震に備えての施
設・設備の耐震化、⻑寿命化等の観点から⾒直し、投資の平準
化を進めていきます。 

施 設 ・ 設 備 の 廃 ⽌ ・ 統 合 
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ） 

⼈⼝動向及びそれに伴う⽔需要を勘案し、⽼朽化に伴う施設
の更新の機会を活⽤したダウンサイジングを検討します。 

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化 
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ） 

上記ダウンサイジングと同様です。 

そ の 他 の 取 組 
実施可能な改善テーマを抽出し、費⽤対効果を勘案して有効

なものには積極的に取り組むこととします。 
 
② 財源についての検討状況等 

料 ⾦ 

⽔道管の⽼朽化が進み、災害対策は喫緊の課題である中、⽼
朽化している⽔道管や⽔道設備の更新を計画的に⾏うために、令
和 5 年度と令和 10 年度の料⾦改定により、これらの財源を計画
的に確保していくことを検討しています。 

企 業 債 

世代間負担の公平性を確保し、企業債の償還により経営が圧
迫することのないよう、建設改良事業の起債充当率について検討
し、起債残⾼の平準化を図っていきます。また、内部留保資⾦の
有効活⽤に努め、企業債の借⼊は最⼩限に留めます。 

資 産 の 有 効 活 ⽤ 等 ※ 
に よ る 収 ⼊ 増 加 の 取 組 

余剰施設等が発⽣した場合には、売却や貸付等、資産の有効
な活⽤を検討していきます。 

そ の 他 の 取 組 特記事項なし。 

※遊休資産の売却や貸付、債券運⽤の導⼊、⼩⽔⼒発電や太陽光発電など 
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５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
 

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、 
改 定 等 に 関 す る 事 項 

将来にわたって安定的に事業を継続していくため、毎年度進捗
管理を⾏うとともに、概ね３年から５年に⼀度⾒直しを⾏います。
⾒直しに当たっては、本戦略の投資・財政計画の試算と実績との
かい離及びその原因を分析し、その結果を企業経営に反映させる
ＰＤＣＡ（計画・実施・検証・⾒直し）サイクルを導⼊します。 

また、本戦略策定後において、広域化や⺠間活⽤等の新たな
経営健全化や料⾦⾒直しなどの財源確保に係る取組が具体化し
た場合等においては、本戦略に追加し、投資・財政計画の更新を
⾏います。 
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布設年⽉⽇ 昭 和 27 年 11 ⽉ 3 ⽇
給⽔⼈⼝ 15,922⼈
計算期間 ⾃ ︓ 令 和 4 年 ４ ⽉

⾄ ︓ 令 和 ９ 年 ３ ⽉
（5年間）

現⾏料⾦算定期間(開始) 令和4年度
現⾏料⾦算定期間(終了) 令和8年度

最近１箇年間
の実績（R3年度決算）

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料⾦対象収⽀
（Ａ）－（Ｂ）

238,526 257,710 257,710

0 0 0

14,629 7,694 0 7,694

253,155 265,404 0 265,404

最近１箇年間
の実績（R3年度決算）

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料⾦対象収⽀
（Ａ）－（Ｂ）

⼈ 基 本 給 31,005 31,450 0 31,450

営 件 退 職 給 付 費 2,918 0 0 0

業 費 そ の 他 25,927 25,099 0 25,099

費 動 ⼒ 費 17,383 27,404 0 27,404

⽤ 経 修 繕 費 8,771 12,949 0 12,949

費 材 料 費 278 824 0 824

そ の 他 39,340 56,170 0 56,170

120,876 126,041 0 126,041

7,492 7,574 2,920 4,654

2,344 1,182 0 1,182

256,334 288,692 2,920 285,772
料⾦算定期間(開始) 料⾦算定期間(終了) 料⾦算定期間 資産維持費率
償却資産(期⾸残⾼) 償却資産(期末残⾼) 償却資産(平均残⾼)

3,272,972 2,688,230 2,980,601 3%
※資産維持費＝料⾦算定期間の平均償却資産残⾼×資産維持費率 89,418

375,190

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.69
＜料⾦⽔準についての説明＞
現料⾦では、収益的収⽀の⾚字が予想されるため、R5年度に15%、R10、R15、R20年度に、それぞれ対前年度⽐10%の料⾦改定を想定しました。

１投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料⾦算定期間内における平均値を記載すること。
２起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を⼀般管理費のその他の欄に記載して差し⽀えないこと。
３資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と⽐較し、施⼯環境の悪化、⾼機能化（耐震化等）等により増⼤することが⾒込まれる場合に、使⽤者負担の期間的公
平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費⽤（増⼤分に係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中⻑期の改築（更新）計画
に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「⽔道料⾦算定要領」（公益社団法⼈⽇本⽔道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営
環境等の実情に応じ、料⾦算定に適切に反映すべき費⽤を記載すること。

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 ⾦ 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

営業外
費⽤

⽀ 払 利 息

そ の 他

合 計 (Y)

減 価 償 却 費

原価計算表

収⼊の部

項 ⽬
⾦額（千円）

料 ⾦ (X)

給 ⽔ 装 置 ⼯ 事 費

そ の 他

合 計

⽀出の部

項 ⽬
⾦額（千円）


